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付
の0
50
3
F
5P
E・
旬。－－
zo
F
及、
ひ
の
g
官
F
Eロロ
goy－山
を

以
て
そ
の
代
表
と
す
る、
所
詔
法
皐
的
有
機
位
的
図
家
臨
の
思
想
は、
十
九
世

紀
の
濁
逸
法
治
闘
家
の
絶
鈎
化
と
し
て
の
図
法
翠
9
g
旦
200V
3、
図ハ悲
観

（∞
gmw
g
zz円。）
に
結
晶
し、
政
治
皐
沿
史
上
に
お
い
て
数
多
く
翠
示
せ
ら
れ

る
事
は
此
屍
に
今
更
述
べ
る
迄
も
な
い。

然
し
て、
回一回
三
宮町民
の
「
近
代
国
家
皐」
H
For
吋o
g
g
g
包
2ロ
g

ノ、

ハ
二

六

五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
瀞

幹
舞
虻
屋
誤
）
に
お
け
る
國
家
に
關
す
る
思
惟
が
、
軍
商
主
義
的
な
富
國
強
兵

策
を
以
て
國
家
膨
張
を
企
圖
せ
ん
と
し
た
我
が
明
治
時
代
の
官
僚
層
の
需
要
に

懸
じ
、
そ
の
官
僚
的
行
政
作
川
の
基
礎
観
念
を
形
成
せ
し
め
た
事
も
周
知
の
事

實
で
あ
る
。
そ
の
理
念
的
契
機
は
、
濁
逸
観
念
論
哲
學
、
就
中
へ
ー
ゲ
ル
の

「
法
・
國
家
哲
學
」
に
胚
胎
し
、
そ
の
現
實
的
或
は
歴
史
的
契
機
を
、
絶
封
的
官
僚

主
義
に
よ
つ
て
形
成
せ
し
め
ら
れ
た
濁
逸
國
民
國
家
の
政
治
史
的
背
景
に
有
し

て
い
る
濁
逸
國
家
學
の
系
譜
は
、
國
家
概
念
を
以
て
政
治
概
念
に
先
行
せ
t
め
、

所
謂
政
治
科
學
を
特
定
の
國
家
形
態
（
即
ち
、
即
①
。
算
馨
鎧
ε
の
行
政
作
用
分

析
の
學
理
に
限
界
づ
け
よ
う
と
す
る
思
惟
方
式
を
傳
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
此
の
獅
逸
國
法
學
の
傳
統
が
、
今
世
紀
に
至
り
英
米
佛
そ
の
他
の

諸
國
に
惹
起
し
た
普
遍
化
科
學
と
し
て
の
層
o
ま
ざ
巴
詔
δ
ま
9
ω
巳
①
β
8
の

b
O
一
画
識
名
①
9
就
中
、
そ
の
b
O
扉
8
巴
国
自
巴
ぼ
ヨ
の
影
響
を
如
何
に
受
け
、

傳
來
の
傳
統
的
思
惟
形
式
を
如
何
に
墜
捺
し
つ
つ
あ
る
か
に
興
味
を
持
つ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、
換
言
す
れ
ば
、
「
濁
逸
國
法
學
の
將
來
と
英
米
政
治

學
と
の
關
蓮
」
と
で
も
云
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
偶
々
此
の
時
、
H
・
ヘ
ル
フ

リ
ジ
ツ
教
授
の
最
新
版
の
著
「
一
般
國
法
學
－
國
家
理
論
綱
要
i
」
を
入

手
し
た
。
以
下
、
當
著
に
つ
い
て
紹
介
の
筆
を
執
る
が
、
常
著
は
四
〇
〇
頁
鹸

に
及
、
ぶ
大
冊
の
書
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
紙
面
と
能
力
を
以
て
普
遍
的
に
全
編
に

渡
り
紹
介
す
る
事
も
許
さ
れ
ず
、
且
又
、
先
に
記
述
し
た
如
く
筆
者
の
關
心
は

廣
く
濁
逸
國
法
學
最
近
の
思
惟
方
式
に
あ
る
が
故
に
、
嘗
著
の
紹
介
乃
至
批
評

も
そ
れ
ら
の
意
味
よ
り
し
て
、
筆
者
が
任
意
的
に
選
揮
し
た
部
分
に
限
る
事
を

諒
承
し
て
戴
き
た
い
。

　
⇔
穂
者
者
H
・
ヘ
ル
フ
リ
ヅ
ッ
教
授
は
、
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
大
學
の
公
法
學
の

並
敏
授
で
あ
り
、
傍
ら
、
政
務
参
事
官
（
O
轡
①
剛
B
霧
即
o
畳
ψ
嵩
μ
騎
弩
9
）

六
二

（
ご
山
ハ
山
ハ
）

の
職
に
あ
る
。
履
歴
、
學
統
に
就
い
て
は
未
だ
そ
の
詳
細
を
知
り
得
な
い
。
當

書
の
初
版
は
何
年
に
公
刊
せ
ら
れ
た
か
審
ら
か
で
な
い
が
、
前
版
に
比
し
て
、

内
容
、
膿
系
共
に
更
新
し
た
も
の
の
如
く
、
第
五
版
（
一
九
四
八
年
）
の
序
と

し
て
、
英
帝
國
の
國
法
學
に
考
察
を
搬
張
し
、
更
に
北
米
合
衆
國
憲
法
、
十
九

世
紀
濁
逸
憲
法
、
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
そ
の
考
察
の
親
角
を
搬
大
し
て
い

る
旨
記
述
し
て
い
る
。

　
富
書
は
十
四
章
よ
り
成
り
・
そ
の
全
構
成
の
内
容
を
ま
と
め
て
掲
げ
る
と
、
O

知
識
料
墨
だ
國
法
學
、
政
治
學
、
耽
會
學
的
國
家
理
論
等
を
一
括
し
て
序
説
的
内

容
と
し
て
い
る
）
、
口
文
献
（
政
治
學
關
係
の
文
献
）
、
◎
公
法
概
念
、
＠
國
法

の
濫
膓
、
㈲
法
概
念
と
し
て
の
國
家
－
有
機
瞠
論
」
因
國
家
概
念
の
固

有
的
特
徴
、
⑯
園
家
の
成
立
と
清
旗
、
⑲
國
家
形
態
、
の
國
家
連
合
、
固
英
帝

國
、
◎
ソ
迎
邦
、
㊧
椹
威
的
國
家
指
導
と
濁
裁
、
日
成
文
憲
法
、
、
㈲
國
家
理
論

綱
要
、
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
を
．
、
更
に
内
容
的
に
見
る
と
、
第
一
章
は
序
論
に
蝸
す

べ
き
記
述
で
あ
り
、
ω
一
般
國
法
學
、
國
塚
學
の
學
間
的
性
質
を
分
析
し
、
ω

政
治
學
（
頃
o
浮
詩
）
を
㈹
「
思
惟
の
一
方
法
と
し
て
の
政
治
學
の
形
式
的
概
念
」

と
、
㈲
「
政
治
的
思
索
の
基
礎
と
し
て
の
科
學
の
精
岬
的
立
場
と
知
識
」
に
、
一

，
分
し
て
論
考
し
、
更
に
⑧
「
批
會
學
都
門
と
し
て
の
祉
曾
學
的
國
家
論
の
意
義
」

と
し
て
全
編
を
一
貫
す
る
著
者
の
國
法
學
に
關
す
る
立
場
を
述
べ
て
い
る
。

　
先
に
記
せ
る
如
く
、
筆
者
は
本
紹
介
で
全
章
に
渡
り
紹
介
を
試
み
る
考
え
を

有
せ
ぬ
の
で
、
主
と
し
て
第
…
章
「
じ
鴇
名
罐
uq
o
畠
絆
o
鷺
」
第
十
二
章
「
レ
窄

ε
二
鼠
話
oo
鼠
響
隆
穿
毎
昌
磯
目
＆
U
鐸
鼠
言
り
」
第
十
四
章
「
餌
ぼ
一
器
間
角

ω
笹
翼
馨
冨
o
島
窪
」
の
三
章
を
中
心
と
し
て
姐
上
に
呈
し
、
他
の
章
も
可
能
な

限
度
は
述
べ
て
み
よ
5
と
思
う
。

　
口
　
前
記
せ
る
如
く
、
第
一
章
は
三
部
門
に
分
け
て
論
せ
ら
れ
て
居
り
そ
の



①
は
．
一
般
國
法
學
、
國
家
學
に
關
し
て
の
著
者
の
見
解
が
披
歴
し
て
あ
る
。

　
即
ち
、
「
國
法
學
は
、
國
家
本
質
の
法
秩
序
の
重
要
な
る
部
分
を
以
て
構
成
す

る
。
そ
れ
は
、
國
家
及
び
そ
の
國
民
（
》
β
鴨
ま
二
鴇
）
問
の
法
律
關
係
と
同
檬

に
國
家
の
法
的
構
成
を
包
括
し
、
就
中
、
個
人
に
封
す
る
國
家
櫨
力
の
限
界
を
、

且
叉
、
國
家
的
意
思
形
成
と
そ
あ
實
陵
に
際
し
て
の
關
蓮
を
包
括
す
る
所
の
學

問
で
あ
る
。
」
（
一
七
頁
）
と
國
法
學
の
學
的
性
格
を
定
義
し
、
更
に
、
此
の
國

家
椹
力
の
狭
隆
な
る
限
界
性
よ
り
自
由
主
義
の
志
向
も
生
起
し
て
來
る
し
、
國

晟
が
積
極
的
に
國
家
意
思
形
成
へ
の
参
典
を
．
加
え
れ
ば
加
え
る
程
、
ま
す
ま
す

デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
の
威
立
は
可
能
と
な
る
旨
を
論
じ
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
が
國
法

塾
的
思
惟
の
前
提
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

　
又
「
全
て
の
法
律
ば
、
民
族
の
當
該
時
期
的
文
化
の
凝
結
で
あ
り
、
全
て
の

文
化
現
象
と
同
檬
に
、
法
律
現
象
に
於
い
て
も
又
、
種
々
の
國
民
文
化
に
よ
つ

て
手
行
的
に
護
展
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
し
、
主
た
る
法
理
念
の
大
部
分

ば
、
國
家
－
即
ち
、
『
場
』
に
よ
つ
て
思
考
せ
ら
れ
る
所
の
も
の
と
し
て
の
國

家
－
に
お
い
て
の
み
で
は
達
成
し
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
他
の
國
家
と
め

共
有
財
産
に
よ
つ
て
そ
の
理
念
は
達
成
さ
れ
、
そ
の
蜜
現
は
そ
の
よ
う
な
範
械

　
　
　
　
　
　
　
ぐ

に
よ
つ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
絶
封
主
義
的
王
纏
國
家
に
よ
つ
て
中
世

の
種
族
的
都
市
國
家
は
克
服
さ
れ
、
且
つ
、
そ
の
モ
ナ
キ
ー
の
克
服
は
自
由
主

義
的
法
治
國
家
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
事
が
想
起
さ
れ
よ
う
」
（
一
八
頁
）
と
法
律

観
念
の
護
展
を
論
じ
、
次
い
で
「
一
般
國
法
學
」
の
概
念
、
國
際
法
の
内
容
に

つ
い
て
略
述
し
ω
「
政
治
學
」
に
論
を
移
し
て
い
る
。

　
図
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
は
二
つ
0
課
題
を
設
定
し
て
い
る
。
即
ち
、
前
述
せ

る
如
く
㈹
「
思
惟
の
一
方
法
と
し
て
の
政
治
學
の
形
式
的
概
念
」
と
側
「
政
治

的
思
索
の
基
礎
と
し
て
の
科
學
の
精
神
的
立
場
と
知
識
」
の
二
つ
の
テ
ー
マ
で

紹
介
と
批
評

あ
る
。
㈹
に
お
い
て
「
頗
る
軍
純
で
あ
る
が
、
然
し
法
律
學
に
封
し
て
政
治
學

の
非
常
に
重
要
な
匠
別
は
、
「
政
治
學
」
の
多
義
な
概
念
を
確
立
す
る
た
め
に
は

方
法
論
を
提
起
す
る
事
で
記
る
。
全
て
の
法
律
は
、
（
勿
論
國
法
を
含
ん
で
）
二

つ
の
異
つ
た
観
職
か
ら
観
察
せ
ら
れ
る
。
0
何
が
法
律
を
規
定
す
る
の
で
あ
る

か
？
と
、
◎
如
何
に
法
律
は
合
目
的
的
に
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
？
　
の

二
観
鮎
で
あ
る
。
O
の
観
祭
方
法
を
「
法
律
認
識
方
法
」
（
勾
8
げ
富
霞
冨
昌
，

ま
邑
①
頃
O
霞
8
げ
葺
訪
鵯
名
O
一
い
㊤
）
し
し
⑭
の
方
法
を
「
法
政
治
的
観
察
法
」

（
即
㊤
o
算
巷
○
扉
滋
。
ぼ
）
と
稻
し
う
る
。
法
律
認
識
方
法
は
、
裁
到
官
と
行
政

官
の
行
爲
に
劃
し
て
適
用
し
、
第
二
の
方
法
は
、
政
治
家
と
代
議
士
（
＜
o
一
冨
，

〈
R
霞
9
零
）
の
行
爲
に
つ
い
て
で
あ
つ
て
、
法
律
組
織
の
構
威
と
改
草
、
改

良
に
際
し
て
爲
さ
れ
る
方
法
で
あ
る
。
」
e
一
四
頁
）
と
述
べ
、
法
律
の
形
成
過

程
に
つ
い
て
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

　
又
、
國
家
的
生
活
（
公
附
生
活
）
に
於
い
て
は
、
公
的
活
動
の
他
の
領
域
t

ー
例
え
ば
、
財
政
面
、
、
國
民
脛
濟
面
、
教
育
面
、
保
瞼
衛
生
面
、
等
々
1
が

存
在
し
て
い
る
故
、
「
政
治
學
（
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
）
は
一
個
の
確
定
し
た
題
口

（
冒
暮
R
8
）
を
包
括
し
て
い
る
概
念
と
し
て
理
解
せ
ず
に
、
寧
ろ
、
形
式
的
意

昧
に
よ
る
概
念
と
し
て
、
詳
細
に
云
え
ば
、
思
考
の
確
實
な
方
法
に
よ
つ
て
把

握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（
二
五
頁
）
と
政
治
學
を
廣
義
な
意
昧
に
把
握
し
、

更
に
「
政
治
學
」
と
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
（
U
一
①
頃
護
ユ
跨
①
”
㌔
o
一
一
窪
｛
．
輸

ψ
且
・
㌔
o
一
騨
蔚
魯
、
、
）
。
を
そ
の
現
象
形
態
を
素
材
と
し
て
論
考
し
て
い
る
。
側

の
テ
ー
マ
の
下
で
は
、
「
國
家
技
術
と
政
窯
政
治
」
（
Oo
富
餌
諾
犀
昌
諾
叶
鐸
巳
｝
o
－

年
突
血
鶏
閃
鱒
詳
o
一
零
）
、
「
科
學
並
び
に
技
術
と
し
て
の
政
治
學
」
（
男
o
騨
寄

巴
。
q
こ
≦
認
Φ
蕊
o
富
ま
、
、
β
且
巴
F
・
国
肩
口
馨
、
、
）
、
「
政
治
的
思
惟
の
科
學
的

基
礎
」
等
に
詳
論
し
て
い
る
。
図
は
政
治
學
の
近
隣
枇
曾
科
學
で
あ
る
瀧
會
學

六
三

（
二
六
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
あ
り
、
そ
の
内
容
を
暴
げ
れ
ば
「
瀧
會
學
の
封
象
と
研

究
方
法
」
「
肚
會
學
と
歴
史
」
「
群
衆
心
埋
學
」
「
利
釜
肚
會
（
O
㊤
・亀
o
房
9
鑑
叶
）
｝

の
概
念
」
等
々
極
め
て
多
檬
性
を
帯
び
た
内
容
で
構
成
し
て
あ
る
。

　
以
上
の
三
章
が
「
O
貧
名
一
誘
①
羨
馨
o
㎏
」
の
命
題
に
よ
つ
て
記
述
せ
ら
れ

て
あ
り
、
謂
わ
ば
ヘ
ル
フ
リ
ヅ
ツ
教
授
の
政
治
學
に
關
す
る
方
法
論
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
過
誤
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
㈲
■
第
十
二
章
は
「
椹
威
的
國
家
指
導
と
濁
裁
」
の
表
題
に
よ
つ
て
書
か
れ

て
あ
り
、
そ
れ
も
又
、
ω
「
一
般
論
」
と
、
⑧
「
伊
多
利
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
國

民
肚
會
主
義
（
ナ
チ
ス
）
の
歴
史
的
同
顧
」
の
二
節
に
分
け
ら
れ
て
あ
る
。
先

ず
①
に
於
い
て
、
「
槽
威
的
國
家
指
導
と
濁
裁
の
爾
観
念
は
、
法
概
念
に
よ
つ
て

把
東
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
」
（
二
四
一
頁
）
と
二
つ
の
政
治
的
現
象
を
國
法
學

の
封
象
と
し
て
の
現
象
か
ら
除
去
し
、
「
き
8
匡
鼠
ユ
の
語
義
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
印
ち
、
「
樒
威
と
い
う
語
（
簿
暮
o
昌
鼠
噌
）
は
言
語
的
に
は
、
主
瀧
者

（
℃
o
措
馨
舘
）
と
椹
威
者
（
即
暮
9
詳
累
）
の
匿
別
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、

ポ
テ
ス
タ
ス
と
は
、
、
政
府
の
権
力
や
、
権
能
を
意
昧
し
最
近
で
は
國
家
権
力

く
ω
富
諄
確
Φ
譲
巴
叶
）
を
構
す
る
の
で
あ
る
。
」
，
（
二
四
三
頁
）
と
論
じ
て
、
「
果
臨

政
治
」
（
ω
鼠
暮
綴
嘗
巴
3
h
O
o
巷
α
、
国
叶
辞
）
、
「
國
家
非
常
時
法
」
（
ω
葺
暮
剛

昌
o
嘗
9
鐸
）
、
「
濁
裁
」
（
U
障
富
ε
弓
）
の
項
目
に
詳
読
し
て
い
る
。

　
第
二
節
は
「
ω
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
内

容
を
大
膣
の
項
目
に
分
け
て
翠
げ
る
と
「
歴
史
的
認
識
の
贋
値
」
「
ム
ゾ
ソ
リ
ー

二
の
精
神
的
武
装
」
「
・
ー
マ
進
軍
」
「
フ
ァ
ソ
シ
ズ
ム
國
家
理
論
」
「
窯
組
織
」

「
脛
濟
的
構
威
」
「
實
質
的
燭
裁
」
「
フ
ァ
ヅ
シ
ズ
云
の
終
末
」
「
フ
ァ
ッ
シ
ズ

ム
の
模
倣
と
し
て
の
國
民
枇
會
主
義
（
ナ
チ
ス
）
」
「
虚
爲
の
宜
傳
と
ル
・
ボ
ン

の
理
論
」
「
國
民
杜
曾
主
義
の
立
法
（
Ω
器
9
腿
筈
q
薦
）
」
「
憲
法
の
塵
止
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
二
六
八
）

「
法
秩
序
の
分
解
」
「
專
制
政
治
（
O
o
。
q
宕
試
O
ピ
等
々
の
非
常
に
多
檬
な
内
容

で
構
成
し
て
い
る
。
全
て
に
渡
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
「
全
豊

主
義
國
家
思
想
観
」
と
考
え
ら
れ
る
個
所
を
引
用
し
て
み
る
。
即
ち
、
「
椹
威
的

國
家
指
導
並
び
に
、
濁
裁
を
意
昧
す
る
所
の
全
て
の
観
念
に
封
し
て
の
批
到
的

拒
否
的
立
場
は
、
第
二
次
世
界
大
職
以
後
『
反
フ
フ
ッ
シ
ョ
』
と
い
う
言
葉
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

一
般
に
構
し
て
い
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
（
中
賂
）
権
威
者
支
配
の
下
に
あ
る
國

家
は
、
今
日
で
は
直
ち
に
フ
ア
ッ
シ
ョ
と
云
わ
れ
る
。
．
精
紳
的
武
装
に
よ
つ
て

そ
の
敵
封
者
と
職
闘
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
全
て
み
事
柄
の
前
に
此
の
思
想
の

盟
系
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
二
四
七
頁
）
と
述
べ
更
に
、
「
イ
タ
リ
ヤ
の
フ
ァ

ジ
シ
ズ
ム
は
少
し
以
前
の
ロ
シ
ヤ
共
産
窯
と
同
様
に
理
論
騰
系
の
母
胎
か
ら
生

長
し
て
來
た
も
の
で
な
い
事
を
ま
ず
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
（
中
略
）
フ
ァ
ヅ
シ

ズ
ム
は
先
ず
行
爲
が
先
行
し
、
理
念
ば
補
足
的
、
從
馬
的
な
も
の
で
あ
る
。
」

（
二
四
八
頁
）
と
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
蓮
動
の
特
徴
を
論
じ
、
精
紳
的
運
動
と
し
て

の
フ
ァ
ソ
シ
ズ
ム
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
次
い
で
一
九
二
二
年
十
月
に
開
始

さ
れ
た
・
」
マ
ヘ
の
行
進
の
状
況
を
政
治
史
的
に
略
記
し
、
更
に
フ
ァ
ッ
シ
ズ

ム
國
家
理
論
に
論
を
轄
じ
、
フ
ァ
ヅ
シ
ズ
ム
國
家
理
論
は
、
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の

脛
濟
圏
畢
を
中
絶
し
、
ム
般
的
に
階
級
闘
雫
の
理
念
に
劃
し
、
且
又
、
唯
物
論

的
歴
史
観
や
、
國
際
主
義
的
観
念
に
封
す
る
も
の
と
し
て
現
出
し
て
來
た
の
で

あ
る
。
」
（
二
五
三
頁
）
と
、
そ
の
精
神
史
的
襲
生
の
脛
路
を
述
べ
、
全
膣
主
義

思
想
の
意
昧
す
る
所
の
選
民
パ
国
ま
①
）
思
想
に
つ
い
て
論
考
し
て
い
る
。

　
從
來
ρ
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
分
析
が
脛
濟
史
観
に
基
づ
い
て
思
考
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
が
、
そ
の
意
昧
で
は
ヘ
パ
フ
リ
ッ
ツ
教
授
の
分
析
は
観
馳
を
異
に
し
て
居

り
興
昧
あ
る
問
題
を
多
々
提
起
し
て
い
る
。

　
然
し
、
飴
り
に
、
多
種
多
様
な
観
鮎
に
分
析
の
座
標
を
置
い
た
た
め
、
聯
か



焦
黙
の
合
致
せ
ぬ
傾
向
に
陥
い
つ
た
事
は
否
定
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
第
十
四
章
「
國
家
理
論
綱
要
」
に
紹
介
を
進
め
よ
う
と
思
う
が
、

限
定
さ
れ
た
紙
面
の
都
合
上
、
簡
輩
に
内
容
の
構
成
を
一
括
し
て
提
示
す
る
に

止
め
た
い
。

　
㈲
　
此
の
章
も
ω
一
般
論
、
の
古
代
希
縢
哲
學
、
⑧
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
、

ω
マ
キ
ァ
ヅ
ェ
リ
、
⑤
自
然
法
的
傾
向
、
⑥
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
i
、
ω
ル
ソ
ー
、

⑧
濁
逸
理
想
主
義
と
・
ー
マ
ン
派
、
㈲
肚
會
主
義
、
共
産
主
義
、
無
産
主
義
、

の
九
項
目
に
大
別
さ
れ
、
各
項
目
と
も
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
①
一
般
論
の
内
容
を
示
せ
ば
、
國
家
の
本
質
に
關
す
る
理
論
を
冒
頭
に
學
げ
、

次
い
で
國
家
の
法
的
基
礎
に
關
す
る
理
論
に
つ
い
て
述
べ
、
更
に
、
紳
學
的
、

族
長
的
（
男
”
霞
富
器
富
評
魯
①
）
、
領
主
的
（
男
暮
二
目
〇
三
巴
①
）
支
配
に
關
す

る
理
論
、
心
理
學
的
、
倫
理
學
的
理
論
、
國
家
目
的
に
關
す
る
理
論
、
法
治
國

家
論
、
等
々
歎
多
の
理
論
を
講
述
し
て
い
る
。
叉
⑧
濁
逸
理
想
主
義
と
・
ー
マ

ン
派
の
項
目
も
、
カ
ン
ト
（
囚
騨
暮
）
、
フ
ィ
ヒ
テ
（
固
魯
8
）
、
シ
ェ
リ
ン
グ

（
ω
o
げ
O
一
一
冒
筑
）
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
00
0
げ
一
〇
騎
巴
）
、
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
＞
軌
讐
B

旨
讐
『
弓
）
、
　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
（
ω
o
包
o
ぼ
り
日
m
o
げ
O
り
）
、
　
へ
ー
ゲ
ル

（
山
①
㎎
o
一
）
と
、
近
世
濁
逸
観
念
論
哲
學
の
系
譜
を
総
膣
的
に
辿
つ
て
普
ね
く

網
羅
し
て
い
る
。
他
の
項
目
も
同
檬
に
細
論
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
に
お
い
て
極
め
て
簡
略
に
而
も
任
意
的
に
本
書
の
内
容
を
紹
介

し
た
が
、
若
し
機
會
あ
ら
ば
著
者
の
各
章
に
お
け
る
思
索
を
更
に
追
求
し
て
紹

介
し
て
み
た
い
と
思
う
。
當
著
は
一
讃
し
て
理
解
さ
れ
る
如
く
、
政
治
學
に
關

す
る
凡
ゆ
る
知
識
を
可
能
な
限
度
に
膣
系
化
せ
る
試
み
で
あ
つ
て
、
當
初
に
筆

者
が
述
べ
た
意
昧
で
の
濁
逸
國
法
學
の
現
代
的
傾
向
を
ベ
ト
ー
ネ
ン
す
る
に
は

残
念
乍
ら
不
浦
足
の
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
又
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
各

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

章
を
細
論
し
過
ぎ
た
た
め
か
間
題
鮎
が
理
解
し
難
い
個
所
も
多
々
存
在
す
る
。

然
し
、
法
、
國
家
、
政
治
、
枇
會
、
等
々
の
理
論
を
學
ば
ん
と
す
る
者
に
は
一

鷹
参
考
に
な
る
著
作
で
あ
る
。
筆
者
の
語
學
力
の
不
足
か
ら
著
者
の
眞
意
を
傳

え
る
に
不
備
な
る
紬
の
多
き
こ
と
を
虞
れ
る
衣
第
で
あ
る
。
　
（
多
田
眞
鋤
）
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